
 

 

教 室 等 開 催 日 時  間 講  師 

 エコクラフト   第２・４水曜日  10:00～12:00   村 上 美 賀 

 あみもの  （満員）  第１水曜日  13:30～15:30   藤 村 フ サ 子 

 茶   道  第２・４火曜日  13:30～15:30   山 根 典 子 

 健康体操  （満員）   第１・３木曜日  13:30～15:00   西 山 千 恵 子 

  レザークラフト  第２・４金曜日   13:30～15:30   浅 山 美 恵 

  手芸サークル  第３水曜日   13:30～15:30  

  いきいき笑楽会 

   （百歳体操） 
 毎週火曜日   10:00～12:00 

 

  

 会館教室・サークルのご案内 

          【人権相談日】 

   6月16日（月） 7月22日（火） 

      13:30～15:00 

    館職員が対応します。 

    お気軽にご来館ください。 

   【職業・生活等各種相談日】 

   6月19日（木）  7月16日（水） 

        13:30～15:30 

   近藤相談員が対応します。 

 諸事情で開催日を変更する場合が 

 ありますのでお問合せください。 

随時、お問い合わせくだ

さい。 

               

１ 令和７年度 西条市差別をなくする市民の集い 

 〇開催日、場所 令和７年８月２４日(日)  西条市総合文化会館  

              作品展示期間は８月２３日（土）～８月２４日（日）の予定 

   〇募集作品 ・人権をキーワードとした作品 ・ポスター ・習字 ・短歌 ・俳句 ・川柳 ・絵手紙 

           提出いただけるところは、あらかじめ雲龍紙等を人権擁護課が用意します。       

２ 令和８年２月発行予定の西条市の「人権カレンダー」 

  〇市内小中学校・市内高校の児童生徒の人権標語 

    〇市ＰＴＡ連合会：写真等   〇隣保館、公民館、サークルなどの人権作品 

 

作品提出締め切り 令和７年７月２５日（金） (問い合わせ等）西条市人権擁護課 ☎0897-52-1460 

人権意識を高めるための作品を募集します 

 

 

 北星会館だより    令和 ７年 ６月号                                                 

              
住所 〒799-1341 西条市壬生川682 

電話・FAX 0898-64-0321                    

E-mail hokuseikaikan@saijo-city.jp 

２０２５年 

 (№156） 

   積み重ねる年月をつなぐ 

 ４月には館前の八重桜が、５月にも館のツツジや隣の公園のフジも咲き、日々春を迎えている実

感がありました。我が家では毎年のゴールデンウィークの頃には家庭菜園でソラマメを収穫していま

すが、今年は春先の寒さのせいか例年より遅かったようです。この館だよりが皆さんに届くころにはも

う夏を感じるようになっていることでしょう。地球温暖化の影響によるのでしょうけれど、春や秋の期

間が短くなってきたように思います。そんな季節の移ろいを感じながら、個人的には年々月日が過

ぎるのを早く感じるようになりました。 

 さて、北星会館は１９７５年（昭和５０年）４月１日に設置され、５０年の節目を迎えることとなりまし

た。この５０年の間、地域の福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となるコミュニティーセン

ターとしての歩みを進めてきました。地域の皆様にも多くのご理解とご協力をいただき、感謝の気持

ちでいっぱいです。 

 館の設置から今日までに、国や県、市町の人権への取り組みも進み、私たちの人権への意識も

高まってきました。昨年、昭和の時代を取り上げたテレビドラマでは、かつてはこんなこともあったん

だと振り返らされました。法の制定は近年も進み、2016（平成28）年には、障害者差別解消法、 

ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法が、2019（令和元）年にはアイヌ施策推進法が施行

されてきました。しかしながら、人権全体を包括する法律はまだ制定されていないため、早期の制

定が望まれるところです。 

 反面、ここ数年ではインターネット等をめぐる人権問題は厳しさを感じる一方です。多くの誹謗中

傷や事件などの発端ともなり、社会の喫緊の課題となっています。混沌とする世界の情勢にもつら

い気持ちでいっぱいです。 

 そのような状況ではありますが、北星会館は引き続き誰もが 

暮らしやすいまちづくりをめざし、そして地域の学びの場として 

活動していきます。この館だよりにも載せておりますが、教室や

優・友・楽習会、人権相談、各種相談を実施します。どなたでも

参加、相談ができますので、ぜひ北星会館をご利用ください。 



 

 

※ 諸事情で日程が変更・中止になる場合があります。 

 令和７年度の楽習会がはじまります 

 一人ひとりの人権を大切にし、お互いを認め合い、楽しく学ぶことができるように、西条市

内の講師による人権・同和教育講座をはじめ、生涯学習講座、福祉講座を内容とする 

優・友・楽習会を開催します。第１回目は6月6日（金）西条西警察署員による生涯学習講

座 「地域で防犯、家庭で防犯」 、２回目以降は丹原高校ALT（外国語指導助手）、隣保

館館長、市人権教育指導員のお話を予定しております。みなさんぜひご参加ください。 

  
 開 催 日 時         内    容       講 師 名 

1 
 6月6日(金) 

 13：30～ 

生涯学習講座 

「地域の防犯、家庭で防犯」 

    西条西警察署 

    生活安全課署員 

  

2 
 7月4日(金) 

 13：30～ 

生涯学習講座   

「イングランド VS ジャパン」 

   丹原高等学校ALT 

   クロイ スピアリング  

3 
 8月１日(金)  

 13：30～ 

生涯学習講座 

「十河信二と西条の偉人たち」 

 市教育委員会社会教育課 

       伊藤 敏昭 

4 
 9月5日（金)  

 13：30～ 

福祉講座 

「音楽と言葉の力で心豊かなひとときを」 

  音楽療法士 武田 詩乃 

  朗   読   真鍋 明紀子 

5 
10月18日(土) 

 13：00～ 

人権・同和教育講座  

「人間の尊厳に向き合う」 

 西条市氷見交友会館長 

       曽我部 研二 

6 
10月30日(木) 

 13：30～ 

 福祉講座  

「食生活～高血圧を防ぐ食事～」 

    済生会西条病院  

     管理栄養士 

7 
12月5日(金) 

 13：30～ 

人権・同和教育講座 

「紫雲丸事故から７０年」 

  西条市人権教育指導員                       

        菅 明彦 

優・友・楽習会
 ゆ う   ゆ う   が く し ゅ う か い

のご案内                               

だれでも参加できます！ 

 

 

～毎月１０日は人権を考える日より～ 

      令和６年度 人権問題に関する市民意識調査報告から（その２） 

 

 

  

  

 

  

                              

                               

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 西条市人権擁護課、西条市人権教育協議会では、令和６年５月２１日～６月１０日に「令和６年度人権問

題に関する市民意識調査」を実施しました。これは、人権施策推進にあたり、５年に１度実施し、人権問題

に関する市民の意識を把握し、今後の施策の基礎資料とするものです。 

(詳細について) 西条市ホームページ（人権擁護課）をご覧ください。 

次のＵＲＬからお入りください。https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/jinkenyogo/ishikichosar6.html  

（問１４）部落問題（同和問題）について 

     初めて知ったきっかけは何ですか。 

18～20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代～

　家族 5.7% 7.6% 12.6% 8.0% 31.8% 41.1%

　近所の人 0% 0% 0% 2.7% 6.0% 17.4%

　小学校の授業 54.7% 65.8% 72.8% 69.9% 25.8% 5.4%

　中学校の授業 15.1% 6.3% 7.8% 9.7% 8.6% 5.0%

　高校の授業 1.9% 1.3% 0.0% 0.0% 2.6% 1.6%

　大学の授業 1.9% 0% 0% 0% 0.7% 0.4%

　学校の友達 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% 3.3% 3.1%

　職場の研修 3.8% 0% 2.9% 0.9% 1.3% 3.5%

　同和教育の集会や研修会 1.9% 1.3% 1.0% 3.5% 7.9% 7.0%

　テレビや新聞などの

   マスコミ情報
0% 5.1% 0% 0% 1.3% 5.0%

　インターネット・SNS 0% 1.3% 0% 0% 0% 0%

　部落問題にかかわる

   出来事があった
0% 0% 0% 0.0% 0.7% 1.6%

　覚えていない 11.3% 5.1% 1.0% 2.7% 4.6% 3.9%

　部落問題を知らない 3.8% 2.5% 0% 1.8% 2.0% 2.3%

部落問題（同和問題）について 

初めて知ったきっかけ 

 「小学校、中学校、高等学校の授業」で

知ったと回答した人が５割近い割合となって

います。さらに、「家族」「近所の人」と回

答した人は３割となっています。 

 また、年代別にみると、５０歳代以下は、

「学校教育」において初めて知ったと回答し

た人が多く、７割～８割となっています。 

 愛媛県で、人権・同和教育が学校教育の中

で行われるようになったのは、昭和４０年頃

からです。 

昭和２７年広島県の中学校で、教師による差

別事件が起きたことを契機に、当時の文部省

は学校教育及び社会教育を通じての同和教育

の徹底を指示する次官通達「同和教育につい

て」を出しました。 

また、昭和４０年に「同和対策審議会答申」

が出され、同和教育への関心が高まりまし

た。 

さらに、昭和４７年、義務教育史上はじめ

て、ある教科書会社の中学校社会科教科書に

同和問題に関する記述がなされ、同和問題学

習の重要性と不可欠性が認識されはじめまし

た。（本県で使用している社会科教科書に同

和問題に関する記述が掲載されたのは、小学

校は昭和４９年、中学校は昭和５０年のこと

でした。） 

学校教育における人権・同和教育は、部落問

題の科学的認識（偏見ではなく、科学的に正

しく理解すること）のもとに「正しい」人権

意識を育てることにあります。また、現在行

われている社会教育における人権・同和教育

の学習会、研修会等は、正しい人権について

の学習を通して、私たちの誤った認識を正し

ていくものです。 

 ア 家族 185人 24%

 イ 近所の人 57人 7%

 ウ 小学校の授業 289人 38%

 エ 中学校の授業 58人 8%

 オ 高校の授業 10人 1%

 カ 大学の授業 3人 0%

 キ 学校の友達 14人 2%

 ク 職場の研修 17人 2%

 ケ 同和教育の集会や研修会 37人 5%

 コ テレビや新聞などのマスコミ情報 19人 3%

 サ インターネット・SNS 1人 0%

 シ 部落問題にかかわる出来事があった 5人 1%

 ス 覚えていない 31人 4%

 セ 部落問題を知らない 16人 2%

 　 その他 10人 1%

 　 未回答 8人 1%

 西条市人権教育協議会 西条市人権擁護課 

https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/jinkenyogo/ishikichosar6.html

